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９
月
17
日
に
開
催
を
予
定
し
て
い

ま
し
た
「
令
和
２
年
度
深
浦
町
生
き
い

き
健
康
福
祉
祭
」
に
つ
い
て
、
五
所
川

原
保
健
所
管
内
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
さ
れ
た
方
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
顕
彰
者
な
ど
の
式
典
出

席
者
等
の
安
全
の
確
保
と
感
染
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
誠
に
残
念
で
は
あ

り
ま
す
が
開
催
を
中
止
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

な
お
、
今
年
度
顕
彰
さ
れ
る
方
へ
の

顕
彰
状
及
び
祝
い
品
等
に
つ
い
て
は
、

後
日
個
別
に
配
布
し
ま
す
の
で
ご
了

承
願
い
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

 

 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

 

 

 

     

次
の
と
お
り
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
試
験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。 

◆
日 

時 

11
月
19
日
（
木
）
14
時
～ 

（
受
付
13
時
30
分
～
13
時
50
分
）

◆
会 

場 

 

青
森
市
、
弘
前
市
、
五
所
川
原
市
、

八
戸
市
の
４
会
場
か
ら
選
択 

◆
受
検
手
数
料 

 

８
，
０
０
０
円
（
振
込
手
数
料
除
く
）

◆
申
込
受
付
日 

 

９
月
１
日
（
火
）
～
９
月
30
日
（
水
）

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

 

水
道
課
下
水
道
係
で
申
込
書
を
配

布
、
受
付
し
ま
す
。 

※
受
験
資
格
に
一
定
の
要
件
が
あ
り

ま
す
の
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

◆
合
格
発
表 

 

12
月
11
日
（
金
）
９
時 

※
希
望
が
あ
れ
ば
、
無
料
の
１
日
講
習
の

準
備
も
し
ま
す
の
で
、
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

□
問
合
せ
先 

 

水
道
課 

下
水
道
係 

 

℡ 

74-

４
４
１
６
（
内
線
２
５
４
）

    

岩
崎
分
署
で
は
、
10
月
12
日(

月)

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
の
間
、

電
話
回
線
の
工
事
を
行
い
ま
す
が
、
工

事
の
間
は
加
入
電
話(

77-

２
１
１
９)

が
不
通
と
な
り
ま
す
。 

 

加
入
電
話
が
不
通
の
間
、
火
災
・
救

急
・
救
助
な
ど
の
要
請
は
１
１
９
番
へ

通
報
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

深
浦
消
防
署
岩
崎
分
署 

 

℡ 

77-

２
１
１
９ 

    

９
月
30
日
（
水
）
は
、
固
定
資
産
税

（
３
期
）
及
び
国
民
健
康
保
険
税
（
３

期
）
の
納
期
限
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な

い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

◎
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
は
督
促
状
が
送
付
さ
れ
、
督
促

手
数
料
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

税
務
課
収
納
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
１
（
内
線
１
２
４
）

深
浦
町
生
き
い
き
健
康 

福
祉
祭
の
中
止
に
つ
い
て 

排
水
設
備
工
事
責
任 

技
術
者
試
験
の
お
知
ら
せ 

深
浦
消
防
署
岩
崎
分
署 

か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

納
税
の
お
知
ら
せ 
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身
体
に
障
害
の
あ
る
方
を
対
象
に
、

次
の
と
お
り
巡
回
診
査
と
更
生
相
談

を
実
施
し
ま
す
。 

◆
実
施
科
目 

肢
体
不
自
由 

 

◆
期 

日 

10
月
６
日
（
火
） 

◆
受
付
時
間 

９
時
～
10
時
30
分 

◆
会 

 

場 

鰺
ヶ
沢
町
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー 

（
鰺
ヶ
沢
町
大
字
本
町
２
０
９-

２
） 

※
鰺
ヶ
沢
町
役
場
近
く 

※
聴
覚
障
害
の
方
は
、
指
定
医
師
の
診

察
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

◆
対
象
者 

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

る
た
め
検
査
を
必
要
と
す
る
方 

②
身
体
障
害
者
手
帳
の
再
認
定
が
必

要
と
さ
れ
た
方 

③
身
体
障
害
者
手
帳
の
障
害
程
度
及

び
等
級
に
変
更
が
あ
り
、
審
査
を
必
要

と
す
る
方 

④
義
肢
、
装
具
等
の
補
装
具
の
処
方
を

必
要
と
す
る
方 

⑤
生
活
、
医
療
、
施
設
入
所
等
の
相
談

を
希
望
す
る
方 

◆
注 

意 

①
当
日
の
検
査
で
得
ら
れ
る
情
報
の

み
で
判
定
が
困
難
な
場
合
は
、
指
定
医

師
の
い
る
医
療
機
関
を
利
用
し
て
も

ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
身
体

障
害
者
手
帳
交
付
の
た
め
検
査
を
希

望
す
る
場
合
で
、
か
か
り
つ
け
の
医
療

機
関
が
あ
る
場
合
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
写

真
や
紹
介
状
等
、
病
名
・
治
療
の
状
況
・

身
体
状
況
が
わ
か
る
書
類
の
持
参
を

お
願
い
し
ま
す
。 

②
脳
血
管
障
害
（
脳
卒
中
、
脳
梗
塞
等
）
に

よ
る
障
害
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
発
症
か

ら
３
か
月
以
上
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

③
介
護
保
険
で
貸
与
さ
れ
る
福
祉
用

具
の
種
目
と
共
通
す
る
補
装
具
（
車
い

す
、
歩
行
器
、
歩
行
補
助
つ
え
）
の
相

談
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
が
優
先

と
な
り
ま
す
。 

④
次
の
場
合
は
、
指
定
医
師
の
い
る
医

療
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

㋐
電
動
車
い
す
、
座
位
保
持
装
置
及
び

特
例
補
装
具
の
処
方
を
要
す
る
場
合 

㋑
骨
格
構
造
義
肢
な
ど
、
複
雑
な
処
方

を
要
す
る
義
肢
・
装
具
の
場
合 

㋒
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
ま
た
は
モ
ジ
ュ

ラ
ー
方
式
に
よ
る
車
椅
子
の
処
方
を

要
す
る
場
合 

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
に
つ
い
て 

①
診
査
会
場
で
は
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
し
ま
す
。 

②
診
査
当
日
は
、
朝
、
体
温
を
測
定
し
、

発
熱
や
風
邪
症
状
が
あ
る
場
合
は
受

診
し
な
い
こ
と
。 

③
診
査
会
場
で
体
温
を
測
定
し
、
37
度

を
超
え
る
場
合
は
受
診
で
き
な
い
場

合
が
あ
る
こ
と
。 

◆
当
日
持
参
す
る
も
の 

・
身
体
障
害
者
手
帳
（
所
持
者
の
み
）

・
印
鑑
・
健
康
保
険
証
・
レ
ン
ト
ゲ
ン

写
真
や
紹
介
状
等 

□
問
合
せ
先 

 

福
祉
課 

福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

℡ 

74-

２
１
１
７
（
内
線
１
４
１
）

    

認
知
症
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
原
因
で

脳
の
細
胞
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
働

き
が
悪
く
な
っ
た
り
す
る
た
め
に
さ

ま
ざ
ま
な
障
害
が
起
こ
り
、
生
活
す
る

う
え
で
支
障
が
出
て
い
る
状
態
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。
認
知
症
は
、
誰
で
も

か
か
る
可
能
性
の
あ
る
脳
の
病
気
で

す
。
認
知
症
は
早
期
対
応
で
、
適
切
な

治
療
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
進
行
を
遅

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
診
断
後
の

生
活
の
質
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。「
あ
れ
？
お
か
し
い
な
？
」
と

感
じ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
や
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
深
浦
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢

者
の
困
り
ご
と
を
相
談
で
き
る
窓
口

で
す
。
認
知
症
に
つ
い
て
の
心
配
や
介

護
の
お
悩
み
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
来
所
・
電
話
い
ず
れ

で
も
大
丈
夫
で
す
が
、
保
健
セ
ン
タ
ー

に
来
る
場
合
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
電

話
で
の
事
前
連
絡
と
マ
ス
ク
の
着
用

等
を
お
願
い
し
ま
す
。 

□
相
談
先
・
問
合
せ
先 

 

深
浦
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

大
字
広
戸
字
家
野
上
１
０
４-

１ 

（
深
浦
町
保
健
セ
ン
タ
ー
内
） 

相
談
時
間 

平
日
８
時
15
分
～
17
時 

℡ 

74-

４
４
２
１ 

身
体
障
害
者
巡
回
診
査
・

更
生
相
談
を
実
施
し
ま
す 

「
認
知
症
か
も
？
」
と
心
配

に
な
っ
た
ら
、
相
談
し
て
く

だ
さ
い 
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
の
影
響
に
よ
り
売
上
げ
が
減
少
す

る
等
の
被
害
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
高

収
益
作
物
（
野
菜
・
花
き
・
果
樹
・
茶
）

を
対
象
に
、
次
期
作
に
前
向
き
に
取
り

組
む
農
業
者
を
支
援
し
ま
す
。 

対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
農
業
者

の
方
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

◆
支
援
内
容 

 

令
和
２
年
２
月
か
ら
４
月
ま
で
に

高
収
益
作
物
（
野
菜
・
花
き
・
果
樹
・

茶
）
の
出
荷
実
績
が
あ
る
生
産
者
が
、

令
和
２
年
４
月
以
降
も
改
め
て
高
収

益
作
物
の
作
付
け
に
取
り
組
ん
だ
場

合
、
そ
の
取
組
面
積
に
応
じ
て
支
援
し

ま
す
。 

(1) 

10
ａ
あ
た
り
５
万
５
千
円
の
支
援 

【
要
件
】 

令
和
２
年
４
月
30
日
か
ら
令
和
３

年
３
月
31
日
ま
で
に
高
収
益
作
物
を

作
付
け
し
、
対
象
と
な
る
取
組
を
２
つ

以
上
実
施
す
る
こ
と
。 

【
対
象
取
組
例
】 

・
生
産
、
流
通
コ
ス
ト
の
削
減
の
取
組

・
土
壌
改
良
資
材
の
投
入 

・
種
苗
、
肥
料
、
農
薬
等
の
資
材
の
購

入 ・
作
業
環
境
の
改
善
の
取
組
な
ど 

(2)

10
ａ
あ
た
り
２
万
２
千
円
の
支
援

【
要
件
】 

令
和
２
年
４
月
30
日
か
ら
令
和
３

年
３
月
31
日
ま
で
に
高
収
益
作
物
を

作
付
け
し
、
以
下
の
①
～
③
の
取
組
の

う
ち
１
つ
以
上
実
施
す
る
こ
と
。 

【
対
象
取
組
】 

①
新
た
に
直
販
等
を
行
う
た
め
の

H
P

等
の
整
備 

②
新
品
種
、
新
技
術
の
導
入
等
に
向
け

た
取
組 

③
海
外
の
残
留
農
薬
基
準
へ
の
対
応

ま
た
は
有
機
農
業
、
Ｇ
Ａ
Ｐ
等
の
取
組

※
(1)

(2)
の
重
複
で
の
支
援
も
可
能
で

す
。 

※
野
菜
の
品
目
と
し
て
は
、
露
地
野

菜
、
施
設
野
菜
い
ず
れ
の
品
目
も
対
象

と
な
り
ま
す
。 

※
出
荷
先
は
Ｊ
Ａ
や
市
場
、
産
直
施
設

な
ど
種
類
は
問
い
ま
せ
ん
。 

※
今
年
２
月
～
４
月
に
出
荷
す
る
予

定
で
作
付
け
し
て
い
た
作
物
が
、
コ
ロ

ナ
の
影
響
等
に
よ
る
事
情
で
出
荷
で

き
な
か
っ
た
場
合
も
対
象
と
な
り
ま

す
。（
状
況
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
）

◆
お
申
込
み
方
法 

９
月
30
日
（
水
）
ま
で
に
、
左
記
の

必
要
書
類
を
持
参
の
う
え
役
場
農
林

水
産
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
状
況
等

を
伺
っ
た
上
で
、
対
象
と
な
る
場
合
に

は
所
定
の
申
請
書
を
記
入
・
提
出
い
た

だ
き
ま
す
。
事
前
に
電
話
に
て
お
問
合

せ
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。 

◆
必
要
書
類 

①
令
和
２
年
２
月
～
４
月
の
期
間
に

出
荷
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
出

荷
証
明
書
等
） 

②
各
取
組
を
行
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
（
契
約
書
や
領
収
書
、
作
業
日

誌
、
写
真
等
） 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 

（
深
浦
町
農
業
再
生
協
議
会
事
務
局
）

 
℡ 

74-

４
４
１
１ 

    

令
和
２
年
度
職
員
採
用
試
験
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。 

◆
試
験
職
種 

 

福
祉
職
（
２
名
程
度
） 

◆
受
験
資
格 

 

社
会
福
祉
士
、
児
童
指
導
員
任
用
資

格
、
保
育
士
及
び
社
会
福
祉
主
事
任
用

資
格
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
者
（
令
和

３
年
３
月
末
日
ま
で
に
資
格
を
取
得

す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
で
、
昭
和

60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者 

◆
試
験
日 

11
月
29
日
（
日
） 

 

 

西
北
五
地
域
療
育
等
支
援
セ
ン
タ

ー
（
森
田
学
園
隣
） 

 

教
養
試
験
・
論
文
試
験
・
面
接
試
験

◆
受
付
期
間 

 

10
月
２
日
（
金
）
～
11
月
13
日
（
金
）

 

８
時
15
分
～
17
時 

（
た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
及
び
祝

日
を
除
く
） 

※
郵
送
の
場
合
は
11
月
13
日
（
金
）
必

着
分
ま
で 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

 

西
北
五
広
域
福
祉
事
務
組
合 

 
 

 
 
 
 

森
田
学
園 

庶
務
係 

 

℡ 

０
１
７
３-

26-

３
１
０
０ 

   

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
の
影
響
を
受
け

た
農
家
を
支
援
し
ま
す 

～
『
高
収
益
作
物
次
期
作
支

援
交
付
金
』
の
ご
案
内
～ 

西
北
五
広
域
福
祉
事
務
組

合
職
員
（
福
祉
職
）
募
集 
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町
で
は
、
下
記
公
用
車
に
つ
い
て
一

般
競
争
入
札
に
よ
り
公
売
を
実
施
し

ま
す
。 

◆
売
却
物
件
の
概
要 

【
登
録
番
号
】 

青
森
８
８
さ
８
９-

７
７ 

【
車
名
（
通
称
）
】 

日
野 

レ
ン
ジ
ャ
ー
（
パ
ッ
カ
ー
車
）

【
初
年
度
登
録
】 

平
成
10
年
７
月 

【
乗
車
定
員
】 

３
名 

【
車
台
番
号
】 

Ｆ
Ｄ
２
Ｊ
Ｅ
Ｃ-

１
０
０
８
６ 

【
総
排
気
量
】 

７
．
９
６
Ｌ 

【
燃
料
の
種
類
】 

ガ
ソ
リ
ン 

【
走
行
距
離
】 

１
８
０
，
５
３
３
㎞ 

（
令
和
２
年
８
月
17
日
現
在
） 

【
車
検
満
了
日
】 

令
和
２
年
９
月
11
日 

 

◎
売
却
物
件
の
公
開 

◆
日 

時 

９
月
17
日
（
木
） 

９
時
～
11
時
30
分 

◆
場 

所 

岡
崎
水
産
加
工
場
駐
車
場 

（
つ
る
つ
る
わ
か
め
工
場
） 

◆
売
却
条
件 

①
落
札
者
は
、
町
章
及
び
文
字
の
消
去

等
を
行
い
、
写
真
を
観
光
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。 

②
落
札
者
は
、
引
き
渡
し
後
14
日
以
内

に
名
義
変
更
若
し
く
は
永
久
抹
消
登

録
の
手
続
き
を
行
い
、
証
明
書
等
の
写

し
を
観
光
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

③
車
両
輸
送
、
整
備
、
文
字
消
去
、
名

義
変
更
等
は
、
す
べ
て
落
札
者
の
責
任

に
お
い
て
行
い
、
そ
の
経
費
を
負
担
す

る
も
の
と
し
ま
す
。 

④
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
般
競

争
入
札
説
明
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
売
却
方
法 

 

一
般
競
争
入
札
に
よ
り
、
町
が
定
め

る
最
低
売
却
価
格
以
上
の
金
額
で
、
最

高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
さ
れ
た
方

を
落
札
者
と
し
ま
す
。 

◆
最
低
入
札
価
格 

２
５
０
，
０
０
０
円
（
消
費
税
抜
）

◆
入
札
参
加
資
格 

 

深
浦
町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

で
あ
れ
ば
、
個
人
（
20
歳
以
上
）
、
法
人

を
問
わ
ず
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
が
、

条
件
に
よ
り
入
札
に
参
加
で
き
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
一
般
競
争
入

札
説
明
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

◆
参
加
方
法 

 

入
札
へ
参
加
を
希
望
す
る
方
は
、
必

ず
「
一
般
競
争
入
札
説
明
書
」
を
確
認

の
う
え
、
入
札
参
加
申
込
書
を
観
光
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

◆
一
般
競
争
入
札
説
明
書
等
の
配
布 

一
般
競
争
入
札
説
明
書
及
び
入
札

参
加
申
込
書
な
ど
の
資
料
は
観
光
課

に
あ
り
ま
す
。 

◆
入
札
参
加
申
込
書
の
提
出
期
限 

提
出
期
限 

９
月
24
日
（
木
）
17
時 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

◎
入
札
の
日
時
及
び
場
所 

◆
日 

時 
９
月
28
日
（
月
）
10
時 

◆
場 
所 

深
浦
町
役
場
２
階 

中
会
議
室 

□
問
合
せ
先 

観
光
課 

 

℡ 

74-

４
４
１
２ 

 

  

 

 

青
森
県
で
は
、「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
を
利

用
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
法

人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人

事
業
税
の
申
告
受
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。
自
宅
・
オ
フ
ィ
ス
の
パ
ソ
コ
ン
か

ら
申
告
で
き
る
、
電
子
申
告
に
関
連
し

た
申
請
・
届
出
の
手
続
き
も
で
き
る
等

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

◆
「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
e
l
t
a
x
.l
ta
.
g
o
.
j
p
/ 

□
問
合
せ
先 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
課
税
課 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

 

パ
ッ
カ
ー
車
を 売

却
し
ま
す 

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業

税
・
特
別
法
人
事
業
税
の
申

告
に
は
電
子
申
告
が
便
利 



  
広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

 
    

◆
日
時
・
場
所 

①
10
月
18
日
（
日
）
13
時
～ 

 

下
北
文
化
会
館 

（
む
つ
市
金
谷
１-
10-
１
） 

②
10
月
24
日
（
土
）
13
時
～ 

 

県
立
美
術
館 

（
青
森
市
安
田
字
近
野
１
８
５
） 

③
10
月
25
日
（
日
）
13
時
～ 

 

友
の
会
福
祉
会
館 

（
八
戸
市
長
根
１-

２-

８
） 

※
全
会
場
と
も
同
じ
内
容
で
２
時
間

程
度
の
予
定
。
都
合
の
よ
い
会
場
を
１

つ
お
選
び
く
だ
さ
い
。 

◆
内 

容 

・
令
和
３
年
10
月
に
開
催
予
定
の
「
音

楽
劇
ア
レ
コ
」
。
開
催
に
先
立
ち
、
発
声

や
動
作
な
ど
、
演
劇
の
基
礎
的
な
身
体

表
現
を
学
ぶ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
県

内
３
会
場
で
開
催
し
ま
す
。 

・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
後
面
談
を
受
け
た

方
の
中
か
ら
４
名
程
度
を
、
「
音
楽
劇

ア
レ
コ
」
の
出
演
俳
優
と
し
て
選
考
し

ま
す
。 

・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
だ
け
の
参
加
も
可

能
で
す
。
お
気
軽
に
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。 

◆
参
加
資
格 

 

応
募
時
点
で
20
歳
以
上
の
、
県
内
に

お
住
ま
い
の
方
。 

◆
参
加
料 

無
料
（
た
だ
し
交
通
費
等
は
参
加
者

負
担
と
な
り
ま
す
）
。 

◆
参
加
方
法 

10
月
８
日
（
木
）
ま
で
に
、「
参
加
申

込
書
」
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

県
立
美
術
館 

℡ 
０
１
７-

７
８
３-

５
２
４
３ 

県
立
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

w
w
w
.
a
o
m
or
i-
m
u
s
e
u
m
.j
p 

 

     

交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は

年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
令
和

元
年
の
事
故
発
生
件
数
は
約
38
万
件
、

死
傷
者
数
は
約
46
万
人
と
、
国
民
の
誰

も
が
交
通
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害

者
に
も
な
り
得
る
極
め
て
深
刻
な
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

交
通
事
故
は
車
社
会
の
負
の
部
分

で
あ
り
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
加
害
者

に
と
っ
て
も
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら

す
も
の
で
す
。 

 

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ
て
の

ク
ル
マ
・
バ
イ
ク
１
台
ご
と
に
加
入
が

義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
加
害
者
の
賠

償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と
で
、
被
害
者

の
基
本
的
な
賠
償
を
保
障
す
る
制
度

で
あ
り
、
被
害
者
の
救
済
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。 

 
一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
一
層
自
賠
責

制
度
の
役
割
や
重
要
性
、
保
険
金
・
共

済
金
の
支
払
い
の
し
く
み
な
ど
を
十

分
に
理
解
・
認
識
す
る
こ
と
が
と
て
も

大
切
で
す
。 

◆
自
賠
責
保
険
・
共
済
未
加
入
で
の
運

行
は
法
令
違
反
で
す
！ 

 

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
万
一
の
自
動

車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人
賠
償

を
目
的
と
し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
保

障
法
に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車
を

含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入
が
義

務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
自
賠
責
保
険
・

共
済
な
し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法
令

違
反
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
！ 

 

□
問
合
せ
先 

 

国
土
交
通
省 

東
北
運
輸
局
青
森
運
輸
支
局 

輸
送
・
監
査
部
門 

℡ 

０
１
７-

７
３
９-

１
５
０
２ 

Fax 

０
１
７-

７
３
９-

１
５
０
５ 

 

演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
兼
「
音

楽
劇
ア
レ
コ
」
出
演
者
オ
ー
デ

ィ
シ
ョ
ン
を
開
催
し
ま
す 

忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
「
自
賠
責
」

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

「
自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共
済
」



 
  

 

 

深浦町職員（保健師）採用試験を次のとおり実施します。 

 

１ 職種・採用予定人員及び受験資格 

職 種 採用予定人員 受 験 資 格 

保健師 

（短大卒程度） 
１名 

・令和３年４月１日現在で満 40 歳未満の者 

・保健師の免許を有すること又は令和３年６月３０日まで

に取得する見込みであること。 

※免許取得見込みで受験し合格した者が、６月３０日までに免許を取得できなかった場合、 

採用候補者名簿から削除し、採用資格を失います。 

※次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 ア 日本国籍を有しない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなく 

なるまでの者 

ウ 深浦町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

２ 試験の日時・場所 

 ■一次試験 

 （１）日  時  １２月６日（日）１０時～（受付 ９時３０分～９時４５分） 

 （２）会  場  深浦町役場 町民文化ホール 

 （３）試験科目  教養試験（４０題２時間）、専門試験（３０題９０分）、 

性格特性検査（１５０題２０分）、職場適応性検査（１２０題２０分） 

 ■二次試験 

  一次試験合格者に後日、日時・場所等を通知します。 

 

３ 受験手続及び受付期間 

 （１）提出書類 

   ア 受験申込書  本庁、支所に用意してあります。 

   イ 履 歴 書  本庁、支所に用意の履歴書を使用し、写真（３ヶ月以内に撮影し 

たもの）を貼付すること。 

  ※なお、在学中の者は、卒業見込証明書を添付すること。 

※提出書類等は、深浦町役場ホームページからもダウンロード可能です。 

（２）提出先 

〒０３８－２３２４  

青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 

深浦町総務課 行政係 ℡０１７３－７４－２１１２ 

※郵送の場合は、封筒の表面に「試験申込書」と朱書きし、簡易書留で送付してください。 

深浦町職員（保健師）採用試験のお知らせ 

広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 



 
  （３）受付期間   

９月２５日（金）～１１月６日（金）土・日曜を除く日（８時１５分～１７時） 

  ※郵送の場合は、１１月６日（金）必着 

 

４ 給与・勤務条件等（令和２年４月１日現在） 

 １）初任給（新卒者の場合） ２１２,６００円（大学卒） 

２）諸手当 

  ６月、１２月に期末・勤勉手当が、１１月から３月までは寒冷地手当が支給される 

他、支給条件に応じて通勤手当等が支給されます。 

３）勤務時間・休暇等 

 ア 勤務時間  原則として月曜日～金曜日 ８時１５分～１７時 

 イ 休  暇  年次有給休暇 年２０日（４月１日採用の場合は、採用の年に限り 

１５日）、病気休暇、特別休暇等 

□問合せ先 

総務課 行政係 ＴＥＬ ７４－２１１２ 

 

 

 

青森県では、林業の担い手を育成するため、県内で林業への就業を希望する方を対象とし

た研修「青い森林業アカデミー」の研修生を募集します。 

申請資格者 
研修終了後に青森県内の林業事業体に就業を希望する、研修開始時点で

１８歳以上４３歳以下の者 

募集人員 １０名（推薦７名、一般３名） 

選考区分 

及び日程 

選考区分 申請期間 選考日 合格発表 

推薦選考 R2.10.1～10.15 R2.10.26 R2.11.6 

一般（前期） R2.10.19～12.2 R2.12.13 R2.12.23 

一般（後期） R3.2.1～2.12 R3.2.21 R3.3.1 

研修期間 令和３年４月～令和４年３月（約 220 日、1,320 時間程度） 

受 講 料 １１８，８００円／年 

研修拠点 県産業技術センター林業研究所内（平内町） 

取得できる資格 チェーンソー操作や車両系建設機械運転など 計６種類 

研修修了後の就業先 
①植栽や下刈、伐採などを行う民間企業 

②地域の森林を管理する森林組合 

給付金制度 安心して研修に専念できるよう、給付金制度があります 

詳しくは、県ＨＰ：http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/academy.html または、

下記まで問合せください。 

 

□問合せ先  

公益社団法人あおもり農林業支援センター 青い森林業アカデミー担当 

ＴＥＬ ０１７－７３２－５２８８ 

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

青い森林業アカデミー研修生を募集します 



 
  

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

青森県新しい生活様式対応推進応援金 電話相談窓口 

【電話：０１２０－９４５－７６９（通話料無料）】 

平日 9:00～17:00（8/2 までは土日祝日も受付） 

9:00～17:00 

 

（裏面あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １０万円 
※  県内に複数の事業所がある場合でも、１事業者あたり１０万円となります。 
※  本社が県外にあっても、県内に事業所がある場合は対象となります。 

 
  

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内

に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業

主であって、感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様

式」を実践している者であること。 
※  国の持続化給付金や県の休業要請に伴う協力金等の給付を受けた事業者も対象となります。 
※  大企業など応援金の支給対象外となる事業者があります。 

詳しくは、給付事業実施要領 P１～２をご確認ください。 

 
  

①令和２年４月３０日以前に開業し、営業により得た事業収入※1に伴う税の
申告をしており※２、今後も事業を継続する意思があること。 
※1 事業収入は、商品・製品の販売やサービスの提供などの「営業活動」によって得た収入 

（原価を含む）とします。 

※２ 開業間もない方はこの限りではありません。 

 
② 令和２年１月以降、申請日の属する月の前月までの期間で、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、月間事業収入が前年同月比で 20％以上減少
した月（対象月※３）があること。 
※３ 開業間もないため対象月に対応する前年の月がない場合などの計算方法については、 

給付事業実施要領 P６をご確認ください。 

 
③ 「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針」や業種毎のガイド

ライン※４等を踏まえ、適切な感染防止対策に取り組んでいること。 
※４ 業種毎に感染拡大予防を行うために策定されたガイドライン(参考 https://corona.go.jp/) 

 
④ ③の取組を従業員や顧客に対して周知していること。 

 

 

 
 
 
 

 
「青森県新しい生活様式対応推進応援金」に関するお知らせ 

 

  

応援金の額 

対象者 

 
応援金についての問合せ先 

支給要件 

県では、「新しい生活様式」の実践による感
染拡大の防止と事業の維持発展に向けた県内事
業者の取組を支援するため、「青森県新しい生
活様式対応推進応援金」を支給します。
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 〒030-8570 青森県庁 新しい生活様式対応推進応援金支給事務局 
   （〒030-8570「青森県庁 応援金事務局」でも可）   

 

 
 
 令和 2 年 7 月 27 日（月）～9 月 30 日（水）（当日消印有効） 
       

① 県庁のホームページからダウンロードしてください。 
（インターネットで「青森県 応援金」を検索） 

② ホームページから印刷することができない場合は、県庁正面玄関受付、県
の合同庁舎、各商工会議所※及び各商工会※にも配置していますので、ご活
用ください。※

平日のみ 
    応援金は、休業要請に伴う協力金の申請とは異なり、商工会議所及び商工会が申請書

の提出先ではありませんので、ご注意願います。 
  

 ※詳しくは、給付事業実施要領をご確認ください。 
 

（１） 青森県新しい生活様式対応推進応援金申請書 

（２） 営業収入に伴う税の申告をしていることが確認できる書類(注 1) 
＜ 法 人 ＞対象月の属する事業年度の直前の事業年度の法人税の確定申告書別表一 

の控え（税務署の収受日付印があるもの）の【写】など 

＜個人事業主＞2019 年分の所得税の確定申告書第一表の控え（税務署の収受日付印 

があるもの）の【写】など 

（３） 事業収入が確認できる書類(注 1) (注 2) 
＜ 法 人 ＞①2020 年分の対象月の事業収入（売上台帳の【写】など） 

②前年同月の事業収入（対象月の属する事業年度の直前の事業年度の 

法人事業概況説明書（両面）の控えの【写】など） 

＜個人事業主＞①2020 年分の対象月の事業収入（売上台帳の【写】など） 

②前年同月の事業収入（2019 年分の所得税青色申告決算書(Ｐ１～２) 

の【写】など） 

（４） 適切な感染防止対策に取り組んでいることが確認できる書類 
・感染防止対策チェックリスト（申請書内） 

・実施状況の写真＜基本的な取組及び独自の取組 それぞれ１点＞ 

（５） 感染防止対策の取組を周知していることが確認できる書類 
取組を記載し、事業所内（事務所・店舗等）に掲示した「あおもりオベーション※」や
「あおもり観光新型コロナウイルス対策推進宣言施設」のポスターなどと、従事者（代
表者でも可）1 名以上を撮影した写真＜１点＞ 

※県が新型コロナウイルス感染症の克服に向けた気運醸成を図るため取り組んでいるプロジェクト 

（６） 誓約書 

（７） 振込口座が確認できる書類（通帳のカナ名義・振込先口座記載部分の【写】） 

（８） 本人確認書類<個人事業主のみ>（住所・氏名・顔写真が確認できる書類の【写】） 

（例）運転免許証（両面）、運転経歴証明書、個人番号カードなど 

 (注 1)国の持続化給付金の給付決定通知の【写】で代用可 

 (注 2)セーフティネット保証４号等の認定証の【写】で代用可 
 

        ※記載内容や添付書類に不備があった場合は受付できない場合があります。 
           

    〇上記の提出書類を、下記申請先に郵送にて提出してください。 

 

提出書類 

申請書の入手方法 

申請先 

受付期間 

申請方法 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民対象の健康づくりと白神山地体験プログラム「秋の崩山登山」を開催します。 
十二湖命名の由来となったシンボルの大崩展望台から、日本海とブナの森の中に見え隠

れする湖沼群のパノラマを望みます。色づき始めた山野草を愛でながらブナ林の登山路を

登り頂上を目指します。町外の方も歓迎します。  
１ 日  時   令和２年１０月３日（土）午前８時まで集合 

２ 集合場所   白神十二湖エコ・ミュージアム 
３ 日  程    ８時０５分   開会式・バスにて移動 

８時２０分   森の物産館「キョロロ」から青池へ 

８時３０分    登山口より登山開始 

１０時３０分    大崩展望台着 

１１時３０分    崩山山頂着、昼食休憩 

１２時３０分      下山開始 

１４時３０分      登山口着・キョロロからバス乗車 

１５時００分   エコ・ミュージアムにて閉会式 

４ 募集人員   ２０名（申込締切９月２５日（金）まで）最少携行人員（１０名） 

５ 参加料    ２，０００円（小学生１，５００円保護者同伴） 

（ガイド料、保険料、記念写真代他） 

６ 持ち物      昼食、登山に適した服装、敷物、軍手、雨具、飲み物、行動食 他 

７ 歩行時間  往き約３時間,帰り約２時間（休憩含む） 

 

 

□申込・問合せ先 

 白神十二湖エコ・ミュージアム（月曜日休館） 

 十二湖森の会 

ＴＥＬ ０１７３－７７－３１１３   ＦＡＸ ０１７３－７７－３１１４ 
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展望台より 

金山の池から望む崩山 

山頂標識
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町では、下記の日程で今年度狂犬病予防注射を受けていない犬を対象に、臨時の集合注射

を実施しますので、接種されるようお願いします（ただし動物病院で注射する方は除きま

す）。 

まだ注射を受けていない犬の飼い主には、「注射実施のお知らせ」のハガキをお送りしま

すので、注射実施の際は必ず持参してください。 

■狂犬病予防注射 

犬の飼い主は、その犬に狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせ、注射済票を犬に付けてお

かなければなりません。 

 注射料金 ３，３００円（内訳 注射料２，７５０円、注射済票交付手数料５５０円） 

■登 録 

犬の飼い主は、犬を取得した日（生後９０日以内の犬を取得した場合は、生後９０日を経

過した日）から３０日以内に、犬の登録を申請し、その犬に鑑札を着けておかなければなり

ません。 

当日、新規登録して注射を受けることができます。その際、登録料として別途３，０００

円が必要です。 

■日 程  令和２年９月２７日（日） 

地 区 実 施 場 所 実施時間 

大間越 合同事務所前  9：00～ 9：10 

黒 崎 やまびこハウス前  9：20～ 9：25 

森 山 集会所前  9：30～ 9：35 

正 久 多目的センター前  9：40～ 9：45 

岩崎中 高齢者センター前  9：50～ 9：55 

岩崎下 漁業振興センター前 10：00～10：05 

沢 辺 コミュニティーセンター前 10：10～10：15 

舮 作 福祉センター前 10：25～10：30 

横 磯 粟谷商店前 10：35～10：40 

川原町 福祉センター前 10：45～10：55 

６ 区 公民館前 11：00～11：10 

岡 町 福祉センター前 11：15～11：20 

１２区 ゲートボール場前 11：25～11：30 

広 戸 町民体育館前 11：35～11：45 

追良瀬 河川公園前 11：50～11：55 

驫 木 集落センター前 12：00～12：10 

風合瀬 農業環境改善センター前 13：10～13：20 

田野沢 福祉センター前 13：25～13：30 

北金ヶ沢 農業環境改善センター前 13：40～13：50 

関 福祉センター前 13：55～14：00 

柳 田 農業環境改善センター前 14：05～14：10 

□問合せ先  

町民課 
ＴＥＬ： 
７４‐２１１５

狂犬病予防の臨時集合注射を実施します 
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PC・スマートフォン
応募用紙から応募し
よう！


